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請求額 報酬金額

着
手
金

①３００万円まで
②３，０００万円まで
③３億円まで

①請求額の８．８％
②請求額の５．５％
　＋９９，０００円
③請求額の３．３％
　＋７５９，０００円3

※同居家族の任意保険に弁護士特約が
付いている場合でも使用可能な場合が
あります。

※着手金・報酬金の合計額が３００万
円を超える場合は、別途協議の上決定
します。

　交通事故に関する
示談交渉、訴訟などを
あなたに代わって行いま

す。

報
酬
金

着手金・報酬金　０円

①請求額の１７．６％
②請求額の１１％
　＋１９８，０００円
③請求額の６．６％
　＋１，５１８，０００円

弁護士特約
なし

※事件の内容（難易度や実情）に応じ
て増減する場合があります。

①３００万円まで
②３，０００万円まで
③３億円まで

※事件の内容（難易度や実情）に応じ
て増減する場合があります。

注意事項

2
弁護士特約
あり

※　すべての金額は税込みの金額です。
※　全ての料金には実費が別途かかります。
※　着手金・報酬金額は、事件の内容、難易により増減を協議することがあります。

不明な点、心配な点は遠慮なくご質問ください。
初回相談は無料です。

現在

交通事故に関する　弁護士　報酬

提供する
サービスプラン

サポートの内容 備考サポート料金

1 相談料 交通事故についてのご相談
但し、あなたの自動車保険に弁護士費
用特約が付帯されている場合は、保険
会社に相談料を請求いたします。

初回無料
２回目以降は５，５００円/３０分
以後、１５分毎に２，７５０円加算

交通事故サポート料金 一覧

その他の業務については
こちらをご覧ください。


